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Ⅰ 大田市環境基本計画の概要 

１．計画概要 

  この計画は、「大田市総合計画」を環境保全面から具現化するものとして位置付けます。めざす環

境像の実現に向けた施策の方向性と、市民・事業者・行政の行動指針を示すものです。 

計画期間は、平成２６年度から平成３５年度の１０年間とします。計画期間中でも、社会情勢の変

化、科学的知見の進展などがあった場合には、必要に応じ見直すものとします。 

 

２．めざす環境像 

「歴史輝き 人と自然が共生するまち おおだ」 

３．基本目標と施策 

  めざす環境像の実現に向けて次の６つの基本目標を定め、次の施策を推進します。   

 

 １）快適環境「歴史と文化のかおるまち」 

歴史的景観の保全と活用をすすめるとともに、うるおいのある快適なまちを目指します。 

 

【施策の柱】 

    １－１ 地域景観の保全・・・・・・・石見銀山遺跡における景観保全 

    １－２ 市街地景観の保全・形成 ・・公園の適正管理、利用促進、環境美化 

 

 ２）自然環境「人と自然が共生するまち」 

恵まれた自然環境を保全し、希少動植物の保護などを通じて、自然と共生するまちを目指します。 

 

【施策の柱】 

    ２－１ 自然環境の保護・・・・・・・希少動植物の保護、海岸保全 

    ２－２ 営みと保全・・・・・・・・・森林の保全と活用、環境に優しい農業の推進 

 

 ３）生活環境「健康に暮らせるやすらぎのまち」 

   水質汚濁・大気汚染・騒音・振動・悪臭問題などによる被害を防止し、人々が安心して健康的に

暮らせるまちを目指します。 

 

【施策の柱】 

   ３－１ 水質の浄化・・・・・・・・・排水監視、下水道の普及推進 

３－２ 公害防止・・・・・・・・・・大気汚染・騒音・振動・悪臭問題への対応 

 

 ４）循環型社会の構築「みんなで築く循環型のまち」 

   ごみの減量化やリサイクルを推進します。「大量生産・大量消費・大量廃棄」の生活様式を見直

し、「もったいない」を合言葉に、循環型社会の構築を目指します。 

 

   【施策の柱】 

    ４－１ ごみの減量化・・・・・・・・排出抑制、３Ｒの推進 

４－２ 適正処理・・・・・・・・・・施設整備の検討、適正処理の指導、不法投棄対策 
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 ５）地球環境の保全「地球にやさしいまち」 

   省エネルギーと再生可能エネルギーの普及を進めます。一人ひとりが地球規模での視点を持ちな

がら、環境負荷の少ないライフスタイルを目指します。 

 

【施策の柱】 

５－１ 地球温暖化防止・・・・・・・省エネの推進、新エネの普及、啓発活動 

５－２ 環境と経済の両立・・・・・・環境配慮型商品の普及、地産地消 

 

 ６）環境保全活動「環境意識を育て、ともに行動するまち」 

   普及啓発活動や環境保全団体の支援などを通じて、市民一人ひとりが環境意識を育み、行動する

まちを目指します。 

 

【施策の柱】 

６－１ 環境学習・・・・・・・・・・学習機会の充実 

６－２ 保全活動・・・・・・・・・・情報の提供と共有、活動支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立公園 三瓶山
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Ⅱ 大田市環境基本計画の取組状況等 

  「大田市環境基本計画」では、めざす環境像として「歴史輝き 人と自然が共生するまち おおだ」 

 の実現に向けて、６つの基本目標を掲げ、基本目標ごとに数値目標を設定し取り組みを進めています。 

令和元年度の基本目標ごとの達成状況について、実績値と最終目標値（令和５年度）を比較すると、

６つの目標値のうち３つについては、徐々に実績を伸ばし目標値に近づいている状況にあります。 

  しかし、その他の目標値については、基準値以下となっており、最終目標の達成は難しい状況とな

っています。 

以下に、数値目標の状況と、令和２年度の施策・事業の取り組み状況等について報告します。 

 

  【数値目標の評価区分】 

   ◎：最終目標値を上回る 

   ○：最終目標値を上回っていないが、基準値は上回った 

   △：基準値を上回ったが、前年度を下回った 

   ×：基準値と同じか下回った 

 

  【取り組み実施状況区分】 

  「Ａ」実施済み 「Ｂ」一部実施 「Ｃ」実施に向け準備中  

   実施対象事業等がなかった場合は「－」 実施対象事業等が完了した場合は「完」 

 

１）快適環境「歴史と文化のかおるまち」 

   

◆数値目標の状況 

項目 
基準値 

(H24年度) 
実績値 

(R元年度) 
実績値 

(R2年度) 
最終目標値 
(R5年度) 

令和 2年度 
評価 

整備率（％） 
大森銀山地区 

54.2 54.9 55.2 56.3 〇 

温泉津地区 25.8 30.8 32.3 36.8 〇 

     ※整備率＝整備済み特定物件数／地区内特定物件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大森の町並み
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１－１ 地域景観の保全 

 (1)取組み状況等 

１．「大田市景観計画」に沿った景観への配慮 

実施状況区分 Ａ 担当課 都市計画課 

  「大田市景観条例」に基づき届出のあった行為のうち、周辺住民への影響があると考えられる

案件について、住民への周知をするよう指摘した。 

  ・景観計画区域内における行為の届出   39件 

・景観計画区域内における行為の変更の届出  1件 

・景観計画区域内における行為の完了の届出  6件 

【今後の方向性】 

   「大田市景観計画」に適合しない案件については指導を行い、景観計画に沿った事業の実施

が行われるよう取り組みを続ける。 

 

２．石見銀山遺跡における「文化財保護法」及び市条例による景観保全 

実施状況区分 Ａ 担当課 石見銀山課 

  「文化財保護法」「石見銀山景観保全条例」に基づき、景観との調和に配慮した工法等により

実施された。 

  ・文化財保護法に基づく史跡現状変更許可申請 21件 

  ・石見銀山景観保全条例に基づく景観保全地区行為申請・協議 10件 

【今後の方向性】 

   景観との調和に配慮した工作物などの設置を推進する。 

 

３．伝統的建造物群保存地区の町並み保存事業の継続 

実施状況区分 Ａ 担当課 石見銀山課 

  大森銀山と温泉津の伝統的建造物群保存地区で、町並みを形成する建造物等について地域と連

携しながら修理・修景を実施し、歴史的な環境の保存・活用を推進した。 

  ・大森銀山地区 修理 2件 修景 1件  

・温泉津地区 修理 1件 修景 2件 整備計画 1件 

・大森地区の屋外消火栓設備の更新 

 

 

 

 

 

 消防資機材庫【修景前】 消防資機材庫【修景後】
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【今後の方向性】 

   継続的に町並みの修理・修景を行いながら、両保存地区の保全を行う。今後は、住民の高齢

化に伴う空家の整理、地域の観光・産業と一体となった活用等の課題に取り組みながら、町並

みの魅力の向上を図る。 

 

４．石見銀山地域における「歩く観光」スタイルの推進 

実施状況区分 Ａ 担当課 観光振興課 

  ゴールデンウィークなど繁忙期における観光案内の強化や安全対策のため、警備員、誘導員の

配置などを実施し、環境負荷の低減に繋がる渋滞緩和と観光客のパーク＆ライド(歩く観光)を推

進した。また、龍源寺間歩において坑内ガイドを行うことにより、石見銀山全体の魅力を伝え、

歩く観光に対する満足度向上に繋がった。 

  ・ガイド回数 372回、・ガイド利用者数 1,492人 

【今後の方向性】 

   体験型の観光商品の開発や、町並みの魅力向上に努め、石見銀山ならではの「歩く観光」に

よる保全と活用を両立した環境にやさしい観光の定着を図る。 

 

５．石見銀山遺跡内での環境負荷の少ない交通手段を利用した観光の推進 

実施状況区分 Ａ 担当課 観光振興課 

  パーク＆ライド(歩く観光)が定着し、大森地内において環境負荷の少ない移動手段であるレン

タサイクルや徒歩が、石見銀山遺跡の観光スタイルとして定着し、温室効果ガスの削減に寄与す

ることに繋がった。また、環境負荷の少ない電気自動車を用いた持続可能な地域交通の事業モデ

ルを創出する長期の実証実験を実施中。 

【今後の方向性】 

   石見銀山遺跡全体において、ゴルフカー

ト型電動小型車を中心とした環境にやさし

い交通手段を利用した観光振興と、地域公

共交通の課題解消に向け、自転車や歩行者

等と共存した運行形態、将来的に持続可能

な民間事業者による運行体制の構築につい

て、地元協議を重ねながら実証実験を継続

実施する。 

 

 

 

 

グリーンスローモビリティ―（ぎんざんカート） 
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６．世界遺産センター、熊谷家住宅における体験学習の場としての活用 

実施状況区分 Ａ 担当課 石見銀山課 

  世界遺産センターでは銀精錬の一部の工程である選鉱体験、熊谷家住宅での昔のくらし体験と

して、かまど体験、洗濯体験、真っ暗体験などにより、小中学生の体験学習の場として活用が図

られた。 

  ・世界遺産センター 選鉱体験 13校  

  ・熊谷家住宅 昔のくらし体験 6校 

【今後の方向性】 

   小中学生の体験学習の場として受け入れを行い、継続して活用を図る。 

 

７．世界遺産域内の森林における企業やＮＰＯと連携した住民参加型の森づくり 

実施状況区分 Ａ 担当課 石見銀山課 

  島根県立島根中央高校により代官所周辺の保全活動が実施され、周辺の景観が改善された。 

その他地元企業、自治会等合せて 6団体により保全活動が行われ、森林景観の維持が図られて

いる。島根県では、全国植樹祭１００日前記念イベントとして、ごうぎんの森内において老齢木

の伐採と新規植樹が行われた。 

また、「ＮＰＯ法人石見銀山協働会議」主催による「クリーン銀山」の実施に合わせ、イオン

リテールから保全経費として寄付金の贈呈があった。 

市の日常管理保全業務として、区域内における保全パトロールにより除草や道修繕を行った。 

・「クリーン銀山」 R2.10.24 参加者 57人 

 ・イオンリテール寄付金(保全経費) 約 124万円 

 ・保全パトロール(通年) パトロール員 1人 

【今後の方向性】 

   今後も、企業やＮＰＯとの協働よる環境保全と、日常管理保全業務を継続して進める。 

 

８．天然記念物の保護の継続 

実施状況区分 Ａ 担当課 石見銀山課 

  8つの天然記念物保護団体の活動に対して補助したこと

で、清掃・環境美化活動の一助となり天然記念物の管理等

が図られた。 

市指定天然記念物「定めの松」及びその周辺松も含め、

実績のある専門業者へ年間を通じて管理を委託し、樹勢の

維持を図った。 

国指定天然記念物「琴ヶ浜」は地元団体へ年間を通じて

浜の清掃業務を管理委託し、地元ボランティア団体等の清
市指定天然記念物 定めの松
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掃活動も考慮しながら実施し、効率的にごみの回収を行った。また、琴ヶ浜保存活用計画策定委

員会を開催し、計画策定に向け協議を進めている。 

【今後の方向性】 

   文化財としての価値を守るため、引き続き保全活動を行うとともに、各種計画書の策定にあ 

  わせ活用に向け新たな取り組みを進めていく必要がある。 

 

９．農村・漁村・山村の耕作放棄地拡大防止、遊休農地への放牧、森林の複層林

化、海岸美化の取組み 

実施状況区分 Ａ 担当課 ①～②農林水産課 ③森づくり推進室 

 ①「大田市海岸を美しくする活動実行委員会」を中心に広く市民にボランティアを呼びかけ、

海岸漂着ごみの一斉清掃を実施した。 

  ・市内 14箇所 参加者 延べ約 1,800人 

  ②多面的機能支払交付金交付事業により、農地維持活動として農地保全のための草刈や水路の

泥上げ、農村環境保全活動として植栽活動、生活環境保全活動として農地や農道周り等のごみ拾

いなどを実施し、1,220haの農用地が適切に保全され、併せて、農道、水路等の地域資源が計画的

に維持管理されることで、集落環境が保たれ、農業・農村の多面的機能の継続に繋がった。 

  ・農地維持活動 68組織 ・農村環境保全活動 21組織 ・生活環境保全活動 29組織 

  ③マツクイムシによるマツの被害木を除去し、スギ、ヒノキへの樹種転換を推進した。また広

葉樹林の下刈りを行い健全な自然林化を促した。 

  ・下刈り 17.82ha、地拵え・新植：6.38ha（祖式町） 

【今後の方向性】 

①漁村の地域環境の維持と海岸美化のため、事業を継続して実施する。 

②農業の有する多面的機能の促進、農地の有効利用、農業生産活動の維持を図り、今後更に

取組組織、取組面積の拡大を推進していく。 

③森林の有する公益的機能を維持・発揮できるよう、マツ枯れなどによる荒廃林を整備する。 

 

１－２ 市街地景観の保全・形成 

 (1)取組み状況等 

１０．都市公園等の周辺環境との調和に配慮した適正管理 

実施状況区分 Ｂ 担当課 都市計画課 

  都市公園整備事業により、都市公園施設について改修工事、対策工事などを実施し、公園とし

ての機能維持を図った。 

・大田総合体育館空調改修工事 ・大田市民公園動物舎改修工事 

・石見銀山公園落石対策工事 ・仁摩健康公園電気設備改修工事 
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・仁摩健康公園上下橋改修工事 

【今後の方向性】 

   公園施設長寿命化計画に基づく適切な維持管理及び安全対策の実施により、快適な公園空間

を確保する。 

 

１１．建築工事等の設計・施工時に環境に配慮した工法の検討 

実施状況区分 Ａ 担当課 建築営繕課 

  下記工事を実施するにあたって、照明器具を消費電力の少ない LED照明とし、環境負荷の低減

を図った。また、エコ配線・エコケーブルを使用することにより、従来の電線・ケーブルに比べ

耐熱性・対薬品性が向上し、火災時及び焼却処分時に有害ガスが発生しない環境に配慮した設計

とした。 

  ・西部消防庁舎新築工事   

【今後の方向性】 

   引き続き、建築物によってもたらされる環境負荷の低減を図る。 

 

１２．「島根県屋外広告物条例」に基づく設置等の指導 

実施状況区分 Ａ 担当課 都市計画課 

  令和 2年度に許可済みの屋外広告物のうち、「屋外広告物自己点検報告書」において点検項目

のいずれかが「異常有」となっているものについて、禁止広告物安全点検調査を実施した。 

  ・禁止広告物安全点検調査 点検対象 3件（点検調査の結果、3件ともに修繕済みであった。） 

  【今後の方向性】 

   点検の取り組みを継続して行う。 

 

１３．公共施設周辺への市民と協働による植樹 

実施状況区分 － 担当課 全庁 

  対象となる事業がなかった。 

【今後の方向性】 

   事業の有無について検討する。 
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２）自然環境「人と自然が共生するまち」 

  

 ◆数値目標の状況 

項目 
基準値 

(H25年度) 
実績値 

(R元年度) 
実績値 

(R2年度) 
最終目標値 
(R5年度) 

令和 2年度 
評価 

指定種数 3 3 3 4 ☓ 

   ※指定種 ウスイロヒョウモンモドキ(蝶)・ギフチョウ(蝶)・イズモコバイモ(植物) 

 

 

 

 

 

 

２－１ 自然環境の保護 

(1)取組み状況等 

１４．「自然公園法」「大田市自然環境保全条例」による良好な自然環境の保全 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  公衆便所の清掃や登山道及び中国自然遊歩道の草刈り・パトロールを実施し、安全で快適な利

用が行われるよう努めた。 

・公衆便所 3箇所 ・登山道 12.8㎞ ・中国自然歩道 10.2㎞ 

【今後の方向性】 

   引続き、豊かな自然環境の保全に努め、次世代へ継承する。 

 

１５．三瓶山での放牧等による草原の保全・再生 

実施状況区分 Ａ 担当課 農林水産課 

  三瓶山西の原において地元畜産農家による放牧が継続

して実施されており、草原の維持・保全に繋がっている。

また、三瓶山西の原の火入れを実施し、草原の保全を図っ

た。 

  ・放牧農家数 西の原 1戸 

・三瓶山西の原の火入れ R3.3.23  

火入れ面積 約 25.2ha 従事者数 133人 

【今後の方向性】 

   三瓶山の自然環境保全のため、放牧及び西の原の火入れを継続して実施する。 

ウスイロヒョウモンモドキ  ギフチョウ       イズモコバイモ

西の原の火入れ
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１６．大田市条例指定希少動植物の保護及びその他の保護活動に取り組んでいる動

植物も指定に向けて検討 

実施状況区分 Ｂ 担当課 環境政策課 

  市指定の希少動植物の保護活動を関係機関や関係団体と連携して実施し、希少動植物の保護に

努めた。希少種の指定については、関係機関と連携しながら、調査検討する必要がある。また、

生息・生育する環境を併せて保全していく仕組み作りも、引き続き関係機関等と連携しながら取

り組む必要がある。 

  ・大江高山自然観察登山（ギフチョウ・イズモコバイモ）⇒新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

  ・高山小学校における保護活動（イズモコバイモの育苗・植栽） 

  ・市指定種の見直し（環境審議会において検討を行った） 

【今後の方向性】 

   専門知識を有する関係機関等と連携し、希少動植物の指定の調整、保護及び生息・生育環境

の保全に取り組む。 

 

１７．希少動植物が生息・生育する三瓶山、大江高山などの人と自然の共生の場は

生物多様性の宝庫であり、環境保全団体、地元小学校との連携による生息環境の保

全に努める 

実施状況区分 Ｂ 担当課 環境政策課 

  三瓶山、大江高山周辺地域の小学校と連携し、希少植物の育苗・植栽活動を実施し、希少植物

の生息環境保全に努めた。なお、毎年実施している「クリーン三瓶」は新型コロナウイルス感染

拡大防止のため中止した。 

  ・希少植物の育苗・植栽活動 

北三瓶小学校 オキナグサ、志学小学校 ユウスゲ、池田小学校 ヒロハノカワラサイコ、

高山小学校 イズモコバイモ 

  ・３校（池田・志学・北三瓶）合同の植栽活動に参加  

【今後の方向性】 

   三瓶山、大江高山周辺の小学校や関係団体と連携し、環境保全活動を継続して行う。 

 

１８．身の回りの多様な動植物が生息できる環境の保全 

実施状況区分 Ｂ 担当課 環境政策課 

  島根県主催のミナミアカヒレタビラの保護対策協議会への出席を通じ、多様動植物の生息環境

保全に努めた。島根県主催の姫逃池のカキツバタ生息域周辺の草刈は、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため中止となった。 

・ミナミアカヒレタビラの保護対策協議会 Ｒ3.2.3 
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【今後の方向性】 

   関係機関、関係団体と連携し、生息環境の保全に努める。 

 

１９．海岸漂着ごみの、海岸管理者や住民と連携した回収処理 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  生活環境保全推進事業により、海岸管理者や住民と連携を図

りながら、市民ボランティアなどが収集した海岸漂着ごみを回

収し、不燃物処分場へ運搬した。 

  ・回収処理量 45ｔ（前年度回収処理量 41ｔ） 

【今後の方向性】 

   地域の美しく豊かな海と海岸の価値を高めるため、収集済 

みの海岸漂着ごみの回収運搬を継続していく。 

 

２０．海岸漂着ごみ削減に向け、国・県に対する防止対策と回収費用の負担を要請 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  海岸漂着ごみ対策について県を通じ国(環境省外)に対し、対策に必要な財政措置等の要請を行

った。 

【今後の方向性】 

   引き続き国への要請を行う。 

 

２１．公共工事等の設計・施工時に環境に配慮した工法の検討 

実施状況区分 Ａ 担当課 土木課 

  災害復旧工事において環境保全型ブロックの採用を行った。 

  【今後の方向性】 

   引き続き、公共工事等の設計・施工時に環境に配慮した工法を検討する。 

 

２２．河川・水路等の整備時に生物多様性が確保できる工法の検討 

実施状況区分 Ａ 担当課 土木課 

  河川の改修計画の際に環境保全型ブロックを採用し、環境に 

配慮した工法とした。 

  ・牛尻川の改修計画  

【今後の方向性】 

   引き続き、河川・水路等の整備時に生物多様性が確保でき 

る工法を検討する。 

海岸漂着ごみ 

緑化や魚の住処等に対応する 

環境保全型ブロック 
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２３．河川の整備時に水生植物による河川の浄化等が発揮できる工法の検討 

実施状況区分 Ａ 担当課 土木課 

  河川の改修計画の際に環境保全型ブロックを採用し、環境に配慮した工法とした。 

  ・牛尻川の改修計画  

【今後の方向性】 

   引き続き、河川・水路等の整備時に水生植物による河川 

の浄化等が発揮できる工法を検討する。 

 

２－２ 営みと保全 

(1)取組み状況等 

２４．三瓶自然館、三瓶小豆原埋没林公園、三瓶山周辺の温泉、キャンプ場、宿泊

体験施設など自然の恵みを活かした観光の推進 

実施状況区分 Ａ 担当課 観光振興課 

  パンフレットの多言語化(中国語（繁体字、簡単字）、韓国語 各 5,000部作成)を行い、新型

コロナウイルス感染拡大収束後の訪日外国人誘客に備えた準備を行った。Instagram 等のＳＮＳ

を活用した広告等の実施により、Ｗｅｂサイト閲覧者数は昨年度以上に増加した。(約24.4万PV⇒

約 32.9万 PV) 

ネットワーク会員、事務局を対象とした研修の代替として会報誌を発行し、周辺地域事業者へ

の協議会活動内容の周知や会員同士の情報交換の機会に繋げることができた。また、三瓶エリア

単位での観光動態調査を実施した。 

【今後の方向性】 

   大田市、飯南町、美郷町の 1市 2町で構成する三瓶山広域ツーリズム振興協議会において、

「国立公園満喫プロジェクト」の実施計画である「ステップアッププログラム 2025」を着実に

実施し、三瓶周辺施設の効果的なＰＲを行い、民・官連携した取り組みにより、三瓶の自然を

堪能できる魅力ある体験型観光商品造成や受入環境整備を進めていく。 

 

２５．豊かな自然を活かした観光商品の支援 

実施状況区分 Ａ 担当課 観光振興課 

  観光協会等で行う体験プラグラム等の商品開発、販売促進に対して各種支援を行った。 

  ・観光庁の「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」実証事業の採択を受けた大

田市観光協会と連携し、サイクリングやトレッキング等のアウトドア体験や、三瓶そば、わ

さび、三瓶米を活用した周遊プランを造成 

  ・「天空の朝ごはん」等、三瓶エリアで実施されるイベント等の情報発信や販売促進の支援 

【今後の方向性】 

   令和元年度に策定した「三瓶エリア観光計画（第 2期（令和 2～令和 4年度）」を確実に進
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め、三瓶エリアならではの観光資源を活用した商品造成を推進し、引き続き、アウトドア(登山)、

温泉、食を主な素材とした三瓶の自然を満喫できる商品が民間主体で実施できるよう支援して

いく。 

 

２６．三瓶山の草原を活かしたクロスカントリーコースの活用 

実施状況区分 Ｂ 担当課 社会教育課 

  例年８月に開催している「三瓶高原クロスカントリー大会」は新型コロナウイルス感染拡大防

止のため中止としたが、芝生の管理、クロスカントリーコースの環境整備に努め、市民のウオー

キング、グランドゴルフ大会、中学生の駅伝大会、高校大学の合宿等の際に活用した。 

・グランドゴルフ大会 年間 8回 参加者 約 1,200人 

  ・大田市中学校駅伝 R2.10.8 参加者 150人 

  ・島根県中学校駅伝大会 R2.10.29 参加者 400人 

  ・高校・大学合宿等 参加者 延べ 450人 

【今後の方向性】 

   「三瓶高原クロスカントリー大会」は、参加者が密にならないようにオンライン大会にする

など手法や開催時期等を検討していく。また、コースを活用しての各種団体の大会等について、

より良い状態で利用できるよう環境整備に努める。 

 

２７．「グリーンツーリズム」を通じての交流人口の拡大・定住促進 

実施状況区分 － 担当課 まちづくり定住課 

  「しまね暮らしお試し体験施設」は平成 30年度で終了し、令和 2年度は実施事業がなかった。 

【今後の方向性】 

島根県が実施している「しまね田舎ツーリズム」により、多くの体験事業が実施されている

ので、今後は県と連携しながらこの事業を活用し交流人口の拡大・定住促進に努める。 

 

２８．「田園環境整備マスタープラン」に基づく農村環境の保全 

実施状況区分 Ａ 担当課 農林水産課 

  圃場整備地区の池田北地区に植生する希少植物の「サンベサワアザミ」は、整備地区外に移植

し保全活動を行う計画とし、自然環境へ配慮した。 

【今後の方向性】 

   農村整備事業圃場整備実施箇所において、マスタープランに基づき農村環境の保全に努める。 

 

２９．三瓶ダム上流部の水源涵養能力を高める森林の保安林指定 

実施状況区分 Ａ 担当課 森づくり推進室 
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  新たな保安林指定（水源涵養）は行わなかった。 

  ・令和 2年度末現在 保安林指定済面積 344.13ha 

【今後の方向性】 

   必要に応じ、保安林指定を行う。 

 

３０．農林関係機関・団体等と連携した、農用地の保全と適正管理、耕作放棄地の

減少への取組 

実施状況区分 Ａ 担当課 農林水産課 

  多面的機能支払交付金交付事業により、農地維持活動として農地保全のための草刈や水路の泥

上げ、農村環境保全活動として植栽活動、生活環境保全活動として農地や農道周り等のごみ拾い

などを実施し、1,220haの農用地が適切に保全され、併せて、農道、水路等の地域資源が計画的に

維持管理されることで、集落環境が保たれ、農業・農村の多面的機能の継続に繋がった。 

  ・農地維持活動 68組織 ・農村環境保全活動 21組織 ・生活環境保全活動 29組織 

【今後の方向性】 

農業の有する多面的機能の促進、農地の有効利用、農業生産活動の維持を図り、今後更に取

組組織、取組面積の拡大を推進していく。 

 

３１．農林関係機関・団体等と連携した、減農薬、減化学肥料栽培の啓発と普及 

実施状況区分 Ａ 担当課 農林水産課 

  環境保全型農業直接支払交付金交付事業により、化学肥料・化学合成農薬を原則 5割以上低減

する取り組みと併せて行うＧＡＰ（農業生産工程管理）の取得に関する取り組みや地球温暖化防

止など環境保全に効果の高い農業生産活動に取り組む組織に対して支援を行うことで、自然環境

の保全など環境保全効果を発揮することができた。 

  ・全組織 8組織 取組農家数 28戸（堆肥の取組 11,284ａ ｶﾊﾞｰｸﾛｯﾌﾟの取組 327ａ  

有機(雑穀・飼料作物以外)の取組 300ａ） 

【今後の方向性】 

   大田市農業活性化プラン「安全安心な農畜産物の生産販売の推進」を図るため、環境保全型

農業を推進することで付加価値の高い農産物の生産、ＧＡＰへの取り組みの拡大、堆肥の利用

促進などを図る。また、持続可能な農業生産に結びつくことから、関係団体等と連携し、各種

取り組みを推進する。 

 

３２． 農作物の鳥獣被害に対する、駆除・防除両面からの対策 

実施状況区分 Ａ 担当課 農林水産課 

  有害鳥獣被害対策事業により、大田市鳥獣対策実施隊による有害鳥獣の捕獲活動に対する捕獲

報償費の支給や、農作物被害防止のための新規防護柵設置者に対する設置補助金を交付すること
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により、有害鳥獣被害対策を図った。 

  ・捕獲実績 イノシシ 925頭 サル 124頭 シカ 0頭 ヌートリア 89頭 

  ・防護柵設置補助件数 72件 設置延長 9,591ｍ 

【今後の方向性】 

   農作物被害の軽減と拡大防止を目指し、地域の農業者

と大田市鳥獣被害対策実施隊が共同でイノシシなどの捕

獲活動の実施や、農地の保全を進めることで耕作放棄地

化を抑制し、農家の営農意欲の維持向上及び農作物の安

定確保を図る。また、ニホンザルによる農作物被害など

が増えていることから大田市鳥獣被害対策実施体のチ

ームを編成しＩＣＴ機材を活用した捕獲に取り組む。 

 

３３．森林の多面的機能を保持した、適正な保育施業等の推進 

実施状況区分 Ａ 担当課 森づくり推進室 

  造林事業等により保育施業を実施し、計画的な森林整備を進め、森林の

持つ多面的機能の維持・増進と、森林環境の保全を図った。 

  ・保育施業面積 67.98ha(市有林など) 

【今後の方向性】 

   森林の有する公益的機能を維持・発揮できるよう、伐採跡地の適地適

木植栽、広葉樹の更新作業や間伐などの適期適作業を的確に実施する。 

 

３４．林業・林材産業の活性化を図るための循環型林業の実現 

実施状況区分 Ａ 担当課 森づくり推進室 

  市内林業事業体が、優れた技術を有する事業体へ主伐技術習得のために職員派遣を行う費用の

一部や主伐による原木生産を行うための作業道開設経費を助成した。また、人工造林地伐採跡地

へ再造林を行った場合に下刈り経費の一部を助成し、森林再生を支援した。 

  ・職員派遣実績 2人 

  ・作業道開設 822ｍ 

  ・再造林面積 6.03㏊ 

【今後の方向性】 

   需要に応じた原木の安定供給、伐採跡地の確実な再生、また伐採された木材を活用し、特色

のある木材産業の育成をすすめ循環型林業を推進し、地場資源の生産・流通・加工による産業

と雇用の拡大を目指す。 

 

人なれしたイノシシ
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３５．育苗放流による水産資源の確保 

実施状況区分 Ａ 担当課 農林水産課 

  栽培漁業推進事業により、水産資源回復と持続的利用を図るため、大田市とＪＦしまねで組織

する「石見東部地域水産振興部会」により、ヒラメの中間育成・放流事業を行った。また、アワ

ビ資源の増殖のため、ＪＦしまねが実施するアワビの稚貝放流事業に対し補助金を交付した。 

  ・ヒラメ稚魚放流 約 107,800尾 市内 5か所の漁場へ放流 

(稚魚 11万尾購入、中間育成後の放流約 107,800尾、歩留約 96％) 

 ・アワビ稚貝放流 19,000個 市内 5か所の漁場へ放流 

【今後の方向性】 

   栽培漁業が沿岸資源の維持及び回復に繋がるよう事業を継

続し、混獲率を上げるべく漁業者による水産資源増大のため

の取り組みを支援する。また沿岸漁業者の所得向上が見込ま

れる魚種への転換や、沿岸地域に定着性が強く市場価値の高

い魚種の放流など栽培漁業を見直す協議が始まっている。 

 

３６．農業用ため池における、地元農業関係者による外来魚駆除の取組み支援 

実施状況区分 ― 担当課 農林水産課 

  対応する事象がなかった。 

【今後の方向性】 

   ため池工事等において外来魚駆除が必要な場合に、活動の支援を行う。 

 

３）生活環境「健康に暮らせるやすらぎのまち」 

 

◆数値目標の状況 

項目 
基準値 

(H24年度) 
実績値 

(R元年度) 
実績値 

(R2年度) 
最終目標値 
(R5年度) 

令和 2年度 
評価 

汚水処理人口 
普及率(％) 

33.3 47.7 50.9 56.7 〇 

    ※汚水処理人口普及率＝公共下水道、農業集落排水施設、合併浄化槽を利用できる人口を、大 

田市の人口で除した値。 

小学生によるヒラメ放流
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３－１ 水質の浄化 

(1)取組み状況等 

３７．「大田市下水道基本構想」に基づく生活排水、工場、事業所の排水対策 

実施状況区分 Ｂ 担当課 下水道課 

  下水道整備事業(集合処理)により、大田、温泉津、仁摩処理区の 3地区において整備を行った。

将来的に下水道等の集合処理方式による整備予定の無い区域においては、生活排水処理事業(個別

処理)により、合併浄化槽の整備を行った。また、下水道等の集合処理方式による整備予定区域に

おいて、当分の間、下水道整備が見込まれない区域で合併浄化槽を設置される方を対象に、浄化

槽設置事業により、補助金を交付した。 

  以上の事業実施により、汚水処理人口普及率が 50.9％となった。 

・下水道事業 整備面積 9.59ha 

・生活排水処理事業 設置基数 84基（年間目標設置基数 80基） 

・浄化槽設置事業 設置補助件数 6件（年間目標交付件数 15件） 

【今後の方向性】 

   各事業を経済的かつ効率的に実施し、市内全域の生活環境改善と公共用水域の保全を図るた

め、事業を継続して行う。 

 

３８．家庭や工場・事業所からの河川への汚濁負荷を少なくするための啓発 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  市内各小学校による三瓶浄水場の施設見学を通じ、排水、水質汚濁による環境変化について学

ぶことにより、早くから水質への関心を持ってもらえるよう努めた。 

【今後の方向性】 

   施設見学などを通じ、引き続き啓発に努める。 

 

公共下水道大田処理区 大田浄化センター
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３９．市内河川と事業所の排水について、公害防止(監視)のための水質検査 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  公害対策事業により、市内河川等及び、事業所排水の

水質検査を行い、いずれの箇所も基準値以内であった。 

・水質検査対象 河川 32箇所 湖沼 1箇所  

事業所排水 6箇所 計 39箇所 

【今後の方向性】 

   公害防止のため、継続して水質検査を行う。 

 

 

４０．開発行為等による濁水発生について、関係機関と連携した監視活動等 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  開発協議で濁水が発生する事業について、沈殿池の設置など対策を求めるとともに、静間川等

水質保全対策協議会により、市内河川の濁水の発生について監視活動を実施し、濁水の発生が抑

えられた。 

【今後の方向性】 

   濁り水の発生については、近年の瓦産業の停滞による粘土採取箇所の減少により、降雨時以

外の粘土流出事案が無くなってきたことから、今後の監視活動等の対応について検討していく。 

 

４１．河川パトロールや開発事業者への適正管理要請を行う静間川等水質保全対策

協議会の活動支援 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  公害対策事業により、静間川等水質保全対策協議会による河川パトロールや開発業者への適正

管理要請を実施するなどの活動を支援するため助成金を支出した。 

  ・助成金額 2,300千円 

  ・活動実績 パトロール 148日(183回) 

【今後の方向性】 

   継続して活動を支援する一方で、現状に見合った組織のあり方を検討する。 

 

４２．海洋水質についての情報収集など、関係機関との連携した対応 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  島根県において市内海水浴場 1カ所の水質検査を実施し、いずれの箇所も水質判定ランクは「適」

であった。 

  ・久手海水浴場(適ＡＡ、昨年と同様) 

水質検査のための取水の様子
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【今後の方向性】 

   関係機関と連携し、海水浴場の水質検査を継続して行う。 

 

３－２ 公害防止 

(1)取組み状況等 

４３．騒音・振動・悪臭防止対策における、発生源対策及び公害苦情処理等の関係

法令に基づく対応 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  騒音などの通報による現地確認及び指導を行った。 

  ・現地確認 6件（悪臭 3件、騒音 3件） 

【今後の方向性】 

   引続き適切な指導等を行う。 

 

４４．主要道路における「自動車騒音監視 5カ年計画」に基づく実態把握 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  監視計画において、国道 9号線、国道 375号線、県道三瓶山公園線を毎年順番に測定すること

としており、令和２年度は、県道三瓶山公園線(調査地点：大田町 区間 4.2㎞)において測定を

行った結果、基準値以内であった。 

【今後の方向性】 

   引続き騒音監視測定を行い、実態把握に努める。 

 

４５．微小粒子状物質(PM2.5)、光化学オキシダント等の大気汚染物質について、

注意情報が発信された場合の速やかな情報伝達 

実施状況区分 ― 担当課 環境政策課 

  島根県より情報発信された場合に、市内関係機関へ注意喚起等の周知を行うが、令和２年度は、

微小粒子状物質（ＰＭ2.5）及び光化学オキシダント注意報の発令は無かった。 

【今後の方向性】 

   島根県より注意情報が発信された場合は、速やかに周知を行う。 

 

４６．農林関連機関・団体等と連携した農業排水・畜産公害対策 

実施状況区分 Ａ 担当課 農林水産課 

  掛戸排水機場管理体制整備事業により、国、県、大田市久手町土地改良区と連携し、排水先で

ある大原川に生息するミナミアカヒレタビラなどの希少種の保全や海の環境悪化防止に役立った。 

  ・大原川の水質検査の実施 
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  ・不法投棄資材等の回収処理の実施 

【今後の方向性】 

    農業排水・畜産公害対策が必要な場合又は、可能性がある場合は、速やかに農林関連機関等

と連携し対策に努める。 

 

４）循環型社会の構築「みんなで築く循環型のまち」 

  

◆数値目標の状況 

項目 
基準値 

(H24年度) 
実績値 

(R元年度) 
実績値 

(R2年度) 
最終目標値 
(R5年度) 

令和 2年度 
評価 

ごみ排出量 
(t/年) 

10,671 
(9,352)   

10,080 
(9,142)  

9,646 
 (8,739) 

8,970 
   

〇 

1人 1日当り 
(g/日) 

613   622  609 554 〇 

※ごみ排出量は可燃・不燃・資源の計、1人 1日当りは可燃のみ。( )内は、資源物を除く、可

燃ごみ、不燃ごみの合計量。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－１ ごみの減量化 

(1)取組み状況等 

４７．市民のごみ減量化に対する意識の高揚を図るための啓発 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  ごみの減量を推進するため、広報等での啓発活動、ケーブルテレビによるごみ減量化推進啓発

映像の制作・放送及び自治会等への出前講座を行った。 

  ・廃棄物減量等推進員懇談会開催（市内 7箇所 計 10回開催） 

  ・出前講座実施（2箇所） 

  ・充電式電池内蔵電子機器の廃棄方法周知（チラシ配布及びケーブルテレビ） 

  ・大田市指定ごみ袋へごみ排出時の注意点を外国語で表記 

大田市不燃物処分場
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  ・ごみ分別辞典サイト『ごみサク』（日本語版・ポルトガル語版）」の作成。 

  ・ごみ減量化推進啓発映像の制作・放送 （1本） 

  ・外国人従業者の多い市内業者へ分別・資源化の推進に向けての協力依頼 

【今後の方向性】 

   引き続き、分別方法の周知や紙ごみの資源化、生ごみの減量化を推進する。 

 

４８．販売店などにおけるレジ袋有料化(マイバック運動)、民間の資源回収システ

ムの利用促進など、減量化、再資源化の啓発・促進 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  令和2年7月に全国でプラスチック製買い物袋の有料化がスタートし、広報等で周知を行った。

また、市民からの問い合わせに対し、民間の資源回収システムの利用なども案内し資源回収の促

進に努めた。 

【今後の方向性】 

   「もったいない」を合言葉に、住民や関係事業所と連携し３Ｒ（Ｒeduce、Ｒeuse、Ｒecycle）

を推進する。 

 

４９．ごみ減量化とリサクル促進に向けた「大田市生活環境問題連絡協議会」の活

用と、食品ロスの現状調査による生ごみの減量化の推進 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  各種団体・事業所の代表、見識を有する者、関係行政機関職員からなる「大田市生活環境問題

連絡協議会」を年 1回開催し、料飲組合を含む各種団体と連携して、３Ｒに関する施策を円滑に

推進するため、意見交換及び情報共有を行い、大田市のごみの現状と課題について理解した。ま

た、ごみ減量化とリサイクルの促進に向けて目標の再確認を行った。 

  ・大田市生活環境問題連絡協議会 R3.2.24（9人出席／13人） 

【今後の方向性】 

   「大田市生活環境問題連絡協議会」の活用を行い、料飲組合等の各種団体へ働きかけごみ減

量化とリサイクル促進に努め、循環型社会の形成につなげる。 

 

５０．各自治会へ廃棄物減量等推進員を継続配置し、ごみ減量化とリサイクル促進

を図る 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  各自治会分別収集ステーション単位に廃棄物減量等推進員 480人を配置し、ごみ減量化及びリ

サイクル促進を図った。また、廃棄物減量等推進員懇談会を開催し、ごみの減量化及びリサイク

ルの促進について意見交換を行い、大田市のごみの現状を理解するとともに、分別収集に対する

知識を深めた。（出席者 157人） 
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  ・廃棄物減量等推進員懇談会 R2.10.30～R2.11.17 市内 7箇所 計 10回開催 

【今後の方向性】 

   各自治会分別収集ステーション単位に廃棄物減量等推進員を引き続き配置し、ごみ減量化及

びリサイクル促進を図る。 

 

５１．分別収集ステーション等の新築・修繕等、また生ごみ堆肥化装置などに対す

る補助の継続 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  ごみ減量化等推進事業により、分別収集ステーション及び

生ごみ堆肥化装置等設置に対する補助を行った。 

  ・分別収集ステーション等設置補助 計 13件 

分別ステーション 4件（増設 1件、修繕 2件、 

改築 1件）可燃物収集ボックス 9件 

  ・生ごみ堆肥化装置設置補助 計 25件 

【今後の方向性】 

   補助制度を継続し資源物の回収に努める。 

 

５２．事業所系一般廃棄物の調査等を行い、関係団体と連携したごみ減量化・リサ

イクルの促進 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  食べ残しを減らすため、「３０・１０運動」について、大田市ホームページへ掲載し周知に努

めた。また、大田市地球温暖化対策地域協議会だよりにおいて周知を行った。 

【今後の方向性】 

   事業所への啓発活動を継続し、ごみ減量化等の取り組みを促進する。 

 

５３．リサイクル促進にむけた紙ごみの分別排出の徹底 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  各地域の廃棄物減量等推進員と連携し、「紙袋」によるその他紙の出し方についての啓発を行

った。 

  ・その他の紙類収集実績 R2 218ｔ（R1 217ｔ） 

【今後の方向性】 

   各地域の廃棄物減量等推進員と協力しながら、適正に資源物として排出されるよう努める。 

 

 

分別収集ステーション
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５４．充電式電池・小型家電・蛍光管等のリサイクルの検討 

実施状況区分 Ｂ 担当課 環境政策課 

  令和 2年 4月より充電式電池を資源物として回収を開始した。また、令和 2年 10月から充電式

電池内蔵の電子機器（電子タバコ・モバイルバッテリー・電動歯ブラシ・電気シェーバー）の回

収を試験的に開始した。小型家電については、不燃物処分場にて選別のうえリサイクル業者へ引

渡し、適正にリサイクルを行った。また、蛍光管などのリサイクルについては、リサイクルセン

ター内での保管場所の確保が難しく、大きな課題となっている。 

  ・小型家電資源化量 95ｔ（R1 74ｔ） 

【今後の方向性】 

   小型家電のリサイクルを継続し、蛍光管などのリサイクルに向けた検討を継続して行う。 

   また充電式内蔵の電子機器等の本格的な回収に向けて検討していく。 

 

４－２ 適正処理 

(1) 取組み状況等 

５５．アパート入居者、外国人に対するごみ分別の推進 

実施状況区分 Ｂ 担当課 環境政策課 

  ごみ排出時の注意点を大田市指定ごみ袋へ外国語表記で行った。また、キーワードから検索で

きるごみ分別辞典サイト『ごみサク』（日本語版・ポルトガル語版）を作成、ごみの適正な排出

と分別方法を分かりやすく示すことで減量化を図った。併せて外国人就業者の多い市内業者へ分

別・資源化の推進に向けて協力を依頼し、外国人に対するごみの分別に努めた。 

【今後の方向性】 

   外国人就業者の多い事業所へ訪問し説明会等を実施する。また、アパート入居者は自治会へ

の未加入がほとんどであり、資源ごみの処分状況を調査し資源物を出せる環境整備を行う。 

 

５６．高齢者等のごみ出しが困難な方への対策を関係機関と連携して検討 

実施状況区分 Ｂ 担当課 環境政策課 

  高齢者福祉、障がい者福祉、ごみ収集・受入れ部署との協議により、市内の高齢者等ごみ出し

が困難な方の事例やその対応状況を収集、把握した。他の自治体の特別収集等対応事例を収集し

た。 

【今後の方向性】 

   ごみ出しだけが困難ではなく、日常の介護や支援、見守りなどの複合的な支援を検討する中

で、他の福祉サービスの状況、困難事例に対する対応状況など情報収集、情報交換を引き続き

行い、ケースごとに必要に応じて対策を検討する。 
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５７．可燃粗大ごみの処理対応の検討 

実施状況区分 Ａ 担当課 衛生処理場 

  令和 4年度に供用開始となる「新可燃ごみ共同処理施設」移行に向けて、令和元年度に策定し

た「（仮称）大田可燃物リサイクルセンター増設事業に係る基本計画書」に基づき、施設整備に

係る概算工事費の精査、工事発注に係る発注仕様書等を作成した。可燃ごみを効率的に積込、運

搬するための設備及び可燃性粗大ごみ破砕設備について、機器の使用・処理能力・配置等につい

て検討し、令和 3年度に実施する整備工事に向け準備を進めることができた。 

【今後の方向性】 

   令和 3年度には各設備の整備に係る工事を実施し、令和 4年度に始まる可燃ごみ共同処理に

向け、円滑に移行できるよう事業を進める。併せて、可燃性粗大ごみの受入を開始し適正な処

理を行うことで市民の利便性を図る。 

 

５８．不法投棄の監視活動強化と、防止に対する啓発 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  生活環境保全推進事業により、会計年度任用職員2名による不法

投棄監視パトロール、不法投棄注意喚起看板の設置、監視カメラの

設置により不法投棄の抑制を図った。また、関係機関と合同指導を

行うなど防止に向けた取り組みを実施した。。 

【今後の方向性】 

   引続き監視パトロールなどを行い、不法投棄の防止に努める。 

 

５９．「大田市環境にやさしい農業推進協議会」の取組みなどと連携した、農業用

廃プラスチックの適正処理、リサイクルの促進 

実施状況区分 Ａ 担当課 農林水産課 

  「大田市環境にやさしい農業推進協議会」の農業用プラスチック適正処理部会（農協、共済組

合、資材回収業者など）において、農業用使用済みプラスチックの回収処理を計画的かつ合理的

に行う事ができた。 

  ・農業用使用済プラスチック回収量 15,680㎏(年 2回 4会場)    

【今後の方向性】 

     農業用使用済プラスチックの適正処理に継続して取組む。 

 

 

 

 

 

 

不法投棄されたタイヤ



- 25 - 

 

５）地球環境の保全「地球にやさしいまち」 

   

◆数値目標の状況 

項目 
基準値 

(H22年度) 
実績値 

(R元年度) 
実績値 

(R2年度) 
最終目標値 
(R5年度) 

令和 2年度 
評価 

ＣＯ２排出量 
(t/年) 

246,435 ― ― 279,060 － 

   ※平成 31年 3月に策定した大田市地球温暖化対策実行計画の数値目標を基に算出している。 

    環境省が公表するＣＯ２排出量は、平成 30年度まで公表されており令和元年度以降はまだ 

確定していません。 

 

 

５－１ 地球温暖化防止 

(1)取組み状況等  

６０．「大田市地球温暖化対策地域協議会」の組織体制充実を図り、市民・事業

者・行政が一体となった取組みを推進 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  市民・事業者・行政が一体となって、各種の地球温暖化対策防止活動に関する取組みを行った。 

  ・協議会会員 26団体・個人    

【今後の方向性】 

     今後も協議会として地球温暖化防止に資する取組みを継続して行う。 

 

６１．地球温暖化対策に係る講演会や、ケーブルテレビなどを活用した啓発 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  大田市地球温暖化対策地域協議会と共催し、自然エネルギー啓発イベント「おおだ自然エネル

ギーパーク 2021」を開催する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となっ

た。「地球温暖化対策研修会」では「プラスチックごみと温暖化対策について」と題して研修会

を開催し、プラスチックごみが地球温暖化に拍車をかけている実態について学習する機会とした。

井田まちづくりセンター太陽光パネル
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また、啓発映像を制作しケーブルテレビで放送及び

YouTubeにおいても公開した。 

  ・地球温暖化対策研修会 参加者 53人 

  ・地球温暖化啓発映像制作・放送 4本     

【今後の方向性】 

     今後も地球温暖化対策の啓発を継続して行う。 

 

 

 

６２．環境家計簿や、省エネルギー診断等の取組みの普及促進 

実施状況区分 ― 担当課 環境政策課 

  対象となる事業がなかった。 

【今後の方向性】 

      今後も省エネルギー診断などの取り組みに協力し、普及促進を図る。 

 

６３．アイドリングストップなどのエコドライブ運動の推進 

実施状況区分 Ｂ 担当課 環境政策課 

  例年実施している街頭ＰＲ活動は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止したが、市ホー

ムページ、ぎんざんテレビ放送などを活用しＰＲを行うとともに、大田市地球温暖化対策地域協

議会会員等へ啓発チラシを配布しエコドライブを推進した。 

  ・啓発リーフレット配布(200組)  

【今後の方向性】 

     今後も街頭ＰＲ活動などの取り組みを継続して行う。 

 

６４．グリーンカーテンやライトダウンキャンペーンの取組み推進 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  「大田市地球温暖化対策地域協議会」と協働し、グリーンカーテンコンテスト、ライトダウン

キャンペーンに取り組んだ。 

  ・グリーンカーテンコンテスト 応募者 14人  

  ・ライトダウンキャンペーン 市ホームページへの掲載、ケーブルテレビでの放送 

【今後の方向性】 

     今後もグリーンカーテンなどの取り組みを継続して行う。 

 

６５．防犯灯や学校施設、市庁舎等の公共施設へのＬＥＤ照明の導入推進 

実施状況区分 
Ａ 

Ｂ 
担当課 

①危機管理課 

②教委総務課 

地球温暖化対策講演会
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①防犯灯の新設及び機器更新に際し、ＬＥＤ式防犯灯の設置を行った。また、自治会が設置す 

る防犯灯への設置補助を行った。 

  ・新設 3基 市管理既存防犯灯のＬＥＤへの更新 35基 自治会補助設置 34件 

②学校の修繕において照明器具をＬＥＤ照明に交換した。また、大森小学校の校舎および体育 

館の耐震補強工事及び大規模改修工事計画に併せて照明のＬＥＤ化を目指している。 

    ・ＬＥＤ照明器具に交換 18台  ＬＥＤ蛍光管 31本 

    【今後の方向性】 

①市管理による防犯灯の新規設置は終了することとし、既存防犯灯の更新に注力していく。

自治会等が設置する場合の設置補助は継続して行う。 

②今後も照明器具のＬＥＤ化を推進する。 

 

６６．大田市地域新エネルギービジョンの実現に向け調査検討し、太陽光、バイオ

マスなど地域特性に適した新エネルギーの導入促進 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  大田市が重点的に取組むべき新エネルギーとして、太陽光発電、木質バイオマスなどの導入促

進を図った。 

  ・太陽光発電設備設置補助 1件 ・木質燃料活用機器設置補助 4件 

・太陽熱利用システム設置補助 2件 ・蓄電池システム設置補助 1件 

【今後の方向性】 

     今後も継続して新エネルギーの導入促進を図る。 

 

６７．太陽光発電について、個人や事業所への設置推進の支援、公共施設での導入

推進 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  太陽光発電設備の設置を支援するため、設置に対する補助を行った。 

公共施設では、設置導入がなかった。 

  ・太陽光発電設備設置補助 1件(住宅用)  

【今後の方向性】 

     今後も継続して太陽光発電設備の設置を推進するため支援を行い、公共施設への設置につい

ても導入を推進する。 

 

６８．プラグインハイブリッド自動車や電気自動車等の次世代自動車の導入促進 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  平成 24年度に「道の駅ロード銀山」駐車場に急速充電器を整備し、電気自動車などの利用促進

を図ってきたが、令和 2年 6月に急速充電器の耐用年数を経過したため撤去した。 

  ・令和 2年 4月～6月 充電回数 533回 ・年間充電電力量 4,769.8kwh 
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【今後の方向性】 

     今後は市内にある充電スポットの周知等、次世代自動車の導入のため、普及啓発に努める。 

 

６９．マイカー通勤自粛の呼びかけ、公共交通機関の利用促進、ノーマイカーデー

の継続・拡充 

実施状況区分 Ａ 担当課 まちづくり定住課 

  大田市ホームページで「ノーマイカーデー」についての普及啓発を行うとともに、市役所庁内

放送で、職員への協力の呼びかけを行った。 

  【今後の方向性】 

     引き続き実施予定。 

 

７０．再生可能エネルギー設備の設置等を行う事業者に対し、「大田市再生可能エ

ネルギー設備の設置等に関するガイドライン」に沿った対応を実施 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  再生可能エネルギー設備の新設、増設、改修を行う事業者に、自治会並びに住民及び近隣地権

者等に対して計画の概要を明らかにすること及び設備の設置等にあたり配慮すべきことについて、

ガイドラインに沿った事業実施に努めるよう周知する。 

  ・大田市ホームページで周知を行った。 

  ・太陽光発電事業を計画する事業者５社へガイドラインを送付した。 

【今後の方向性】 

     今後も該当事例が発生した場合、ガイドラインに沿った事業実施に努めるよう周知する。 

 

５－２ 環境と経済の両立 

(1)取組み状況等 

７１．エコマーク、グリーンマーク認定商品の購入推進 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  大田市ホームページで周知を行い、エコマークやグリーンマーク認定商品の購入推進に努めた。 

【今後の方向性】 

     今後も市民への周知を行い、購入を推進する。 

 

７２．「しまエコショップ」の市民への周知、利用促進 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  大田市ホームページで「しまエコショップ」の周知を行い、利用促進に努めた。 

【今後の方向性】 

     今後も市民への周知を行い、利用促進に努める。 
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７３．市において「大田市グリーン購入調達方針」を策定し全庁的に取組む 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  平成 27年度に策定した「大田市グリーン購入調達方針」により、エコマークやグリーンマーク

認定商品の購入の全庁的な周知を行い、庁内各部署において取り組んだ。 

【今後の方向性】 

     今後も大田市グリーン購入調達方針により全庁的な認定商品の購入に取り組む。 

 

６）環境保全活動「環境意識を育て、ともに行動するまち」 

 

◆数値目標の状況 

項目 
基準値 

(H24年度) 
実績値 

(R元年度) 
実績値 

(R2年度) 
最終目標値 
(R5年度) 

令和 2年度 
評価 

環境団体数 25 22 22 50 ☓ 

    ※団体数は、大田市地球温暖化対策地域協議会団体会員と大田市環境保全活動支援事業実施団

体を合算したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－１ 環境学習 

(1)取組み状況等 

７４．地球環境問題の現状や、環境負荷の少ないライフスタイルの情報発信 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  「大田市地球温暖化対策地域協議会」において、広報やケーブルテレビを利用した啓発映像の

放送などを通じて情報発信に努めた。 

  ・広報 年 2回発行 ・地球温暖化啓発映像制作・放送 4本 

  ・フェイスブックでの情報発信（随時） 

【今後の方向性】 

     今後も継続して情報発信に努める。 

島根県立三瓶自然館「サヒメル」
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７５．県立三瓶自然館などが実施する自然観察会や体験学習の活用 

実施状況区分 Ａ 担当課 環境政策課 

  自然環境保全意識を高めるため、北の原お散歩ツアーや天体観察会などを活用した。 

  ・北の原お散歩ツアー 4月～11月 ・天体観察会 通年 

【今後の方向性】 

     今後も三瓶自然館と協力し活用を推進する。 

 

７６．生涯学習の一環で、市民が環境について学習できるよう、公民館等の活用を

図る 

実施状況区分 Ａ 担当課 社会教育課 

  新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった事業もあったが、自然体験活動事業を通

して、自然豊かなふるさと大田市への誇りと愛情を育み、自然環境保全への意識の醸成を図った。 

・中央公民館 「親子自然たんけん隊」 年 2回 165人参加 

・東部公民館 自然体験環境学習事業 「里山で遊ぼう」 年 1回 8人参加 

・温泉津公民館 「不言城跡清掃活動」 年 1回   12人参加 

【今後の方向性】 

     引き続き自然体験活動を実施し、環境保全に対する意識の醸成を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７７．小中学校の環境教育の充実、幼児期からの環境教育への体制づくり 

実施状況区分 Ａ 担当課 学校教育課 

小中学校では、総合的な学習の時間、社会科、理科などの学習を通して、地域の環境問題、資

源回収、河川や山の環境保全などについて学習するとともに、学校の実情に応じた実践活動の取

り組みが評価されている。 

幼稚園などにおいては、日常の教育活動に資源分別、清掃活動を環境教育に位置付けて取り組

んだ。 

久手小学校では、県が指定希少野生動植物に指定しているミナミアカヒレタビラの保全活動に

取り組み、その成果を地域住民に発表するなど、環境学習を通じて地域の環境保全に関する意識

向上に貢献していることが認められ、令和 2年度環境保全功労者知事感謝状を授与された。 

「親子自然たんけん隊」の様子 「親子ふるさと再発見」の様子
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・静間小学校 ハマナスの保全活動 

・久手小学校 ミナミアカヒレタビラの保全活動 

・北三瓶小学校 オキナグサの保全活動  

・志学小学校 ユウスゲの保全活動 

・池田小学校 ヒロハノカワラサイコの保全活動 

・高山小学校 ギフチョウ、イズモコバイモの保全    

活動 

【今後の方向性】 

     市内の学校・幼稚園における環境教育の実践に当たっては、大田市教育ビジョン基本構想を

踏まえ、ＥＳＤ(持続可能な社会の担い手を育む教育)に取り組む。 

 

７８．小学校で大田市社会科副読本を活用した環境教育の充実、ごみ処理施設の環

境教育・環境学習の実践の場としての活用 

実施状況区分 Ａ 担当課 学校教育課 

  小学校では、社会科副読本を活用し、市内のごみ処理施設などの学習を行い、主に小学 4年次

に市内ごみ処理施設などへ社会科見学に出かけ、体験的な環境教育・環境学習を継続的に実践し

ている。これにより、地域の環境問題や自身の生活圏への関心を高める機会となった。また、社

会科の授業として市内全体に定着しており、環境問題について、子ども達の興味と関心を喚起す

る継続的な取り組みとなった。 

【今後の方向性】 

     市内の学校・幼稚園における環境教育の実践に当たっては、大田市教育ビジョン基本構想を

踏まえ、ESD(持続可能な社会の担い手を育む教育)に取り組む。 

 

７９．小中学校における県立三瓶自然館および三瓶小豆原埋没林公園を利用した環

境学習、国立三瓶青少年交流の家を利用した宿泊体験学習 

実施状況区分 Ｂ 担当課 学校教育課 

  小中学校において、県立三瓶自然館、さんべ縄文の森ミュージアム・三瓶小豆原埋没林及び三

瓶青少年交流の家を訪れ、多くの児童・生徒が三瓶山の恵まれた自然の中で野外活動に参加し環

境学習や宿泊体験をおこない、環境保全の重要さを学ぶことができた。 

  ・県立三瓶自然館 小学校 8校 108人、中学校1校 41人利用 

  ・三瓶青少年交流の家 小学校 12校 243人、中学校 1校 41人利用 

【今後の方向性】 

     校外での体験活動は、学校教育において重要と考えており、今後も引き続き取り組む。 

 

 

 

オキナグサの保全活動
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８０．山村留学センターにおいて、三瓶山周辺をはじめ当市の自然・文化を活かし

た体験活動の機会を提供 

実施状況区分 Ａ 担当課 山村留学センター 

  1 年間の長期留学と冬の短期留学を実施し、その全てにおいて、大田市内の自然と伝統的な暮

らしの体験活動を実施した。 

  ・長期留学 13人 

  ・短期留学 冬短期 31人、 ゆめ基金など 204人 

        ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため冬の短期事業を除く全ての事業を中止   

【今後の方向性】 

     1年間の長期留学をはじめ、週末、夏・冬・春休みの日帰りから 11泊までの短期留学を実施

し、その全てにおいて自然と伝統的な暮らしの体験活動を実施する。 

 

８１．「大田市食育推進計画」の推進にあたって、食に関する学習を通し無駄なく

調理し食べ残しをなくすなど、環境に配慮した食生活の普及・啓発に努める 

実施状況区分 Ａ 担当課 健康増進課 

  おおだ健やかプラン（第３期大田市食育推進計画）（Ｒ２～Ｒ６）に基づき、食育推進母体と

して関係機関と連携を図り、継続的・自主的な食育活動を推進した。特に、食育ボランティア養

成講座において、「食の循環や環境に配慮した食生活」をテーマに、大田市の現状と課題及び食

品ロス削減に向けた住民啓発のための学習会を行った。 

  ・健康増進・食育推進専門部会 2回開催 委員16人 

  ・大田市食育ボランティア養成講座「環境にやさしい食生活」 受講人数 18人 

  ・大田市食育ボランティアの会（おむすびの会）への活動支援 

   活動実績 会員数 80人、活動回数 24回、活動延べ人数 87人 参加者数 988人 

  ・食育推進啓発活動 「免疫力を高める食事」の動画再生回数 732回 

【今後の方向性】 

     おおだ健やかプラン（第 3期大田市食育推進計画）（Ｒ２～Ｒ６）において、食の循環や環

境を意識した食育を推進する。食べ物の生産から消費までの食の循環を意識し、無駄なく調理

し食べ残しをなくすなど環境に配慮した工夫をすることを啓発し、市民の行動目標として環境

に優しい食生活や活動に取り組むことや、地産地消を推進する等を挙げ、食育の啓発を推進す

る。 

また、引き続き、食育ボランティア養成講座において、食品ロス削減、地産地消の推進につ

いての啓発活動を行う。 
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６－２ 保全活動 

(1)取組み状況等 

８２．住民団体などが主体的に行う環境保全活動を支援し、環境団体登録制度を設

け情報共有とネットワーク化を図る 

実施状況区分 Ｃ 担当課 環境政策課 

  環境保全団体に対する補助金制度は令和元年度で終了したが、住民団体などが行う環境保全活

動に対する支援を行った。 

【今後の方向性】 

     市民団体などへの支援の手法について改めて進めていく必要がある。また、環境団体登録制

度の検討を継続する。 

 

８３．県立三瓶自然館等の関係機関が行う環境保全実践活動と連携した環境保全意

識の醸成 

実施状況区分 ― 担当課 環境政策課 

    例年、大代高山会と連携し、三瓶自然館職員の解説を聞きながら登山をする「高山自然観察会」 

や関係機関と連携して「クリーン三瓶」を実施しているが、新型コロナウイルス感染拡大防止の 

ため中止した。 

【今後の方向性】 

     引続き三瓶自然館などと連携した活動を推進し、環境保全意識の醸成に努める。 

 

８４．「環境美化行動の日（市内一斉清掃）」や「海岸一斉清掃」「クリーン三

瓶」「クリーン銀山」などの環境保全活動を、広く市民へ呼びかけ実施 

実施状況区分 Ｂ 担当課 環境政策課 

  「市内一斉清掃」及び「クリーン三瓶」は新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため中止した。「海岸一斉清掃」及び「クリ

ーン銀山」などの環境保全活動を広く市民へ呼びかけ実施し、

環境保全活動に取り組んだ。 

  ・海岸一斉清掃 R2.7.5（参加者数 1115人） 

  ・クリーン銀山 R2.10.24（参加者数 57人） 

【今後の方向性】 

     「市内一斉清掃」などの環境保全意識の醸成につながる活

動を広く市民に呼びかけ継続して行う。 

 

 

 

 
クリーン銀山

海岸一斉清掃
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８５．地元自治会等が結成する「道路・河川愛護団」の除草・清掃活動の支援 

実施状況区分 Ａ 担当課 土木課 

  市道、市管理河川を良好な状態に保つため、自治会などの愛護団体が行った草刈などに対して

奨励金の交付による支援を行い、道路交通の安全や、河川排水断面の確保及び環境の維持を図っ

た。 

  ・道路愛護団奨励金事業 234団体 

  ・河川愛護団奨励金事業 17団体 

【今後の方向性】 

     愛護団奨励金制度の見直しにより、愛護団体件数がどれだけ増えるか精査する。 

 

８６．住民参画と協働のまちづくりの一環として自然環境の保護・活用などを取り

入れた活動の推進 

実施状況区分 Ａ 担当課 まちづくり定住課 

  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年の自然環境を活かした地域イベントは実施でき

なかったが、まちづくりセンターやまちづくり推進協議会等の地域運営組織の活動の中で、主要

道路沿いや史跡・旧跡周辺において草刈りや花の植栽等の環境美化活動を実施した。 

【今後の方向性】 

     今後も継続実施し、地域住民で地域の環境保全活動に努める。 


